
四半期報告書 

株式会社ビットアイル 

東京都港区東新橋一丁目９番２号 

  

（第12期第１四半期） 

自 平成22年８月１日 

至 平成22年10月31日 



目       次 

  

  頁

表 紙      

    

第一部 企業情報      

第１ 企業の概況      

１ 主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………………………………………  1

２ 事業の内容 …………………………………………………………………………………………………………  2

３ 関係会社の状況 ……………………………………………………………………………………………………  2

４ 従業員の状況 ………………………………………………………………………………………………………  2

第２ 事業の状況      

１ 生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………  3

２ 事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  3

３ 経営上の重要な契約等 ……………………………………………………………………………………………  3

４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 …………………………………………………  3

第３ 設備の状況 ……………………………………………………………………………………………………………  5

第４ 提出会社の状況      

１ 株式等の状況      

(1）株式の総数等 ……………………………………………………………………………………………………  5

(2）新株予約権等の状況 ……………………………………………………………………………………………  6

(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 …………………………………………………  25

(4）ライツプランの内容 ……………………………………………………………………………………………  25

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 ……………………………………………………………………………  25

(6）大株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………  25

(7）議決権の状況 ……………………………………………………………………………………………………  25

２ 株価の推移 …………………………………………………………………………………………………………  26

３ 役員の状況 …………………………………………………………………………………………………………  26

第５ 経理の状況 ……………………………………………………………………………………………………………  27

１ 四半期連結財務諸表      

(1）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………  28

(2）四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………  30

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………  31

２ その他 ………………………………………………………………………………………………………………  35

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ………………………………………………………………………………………  36

    

［四半期レビュー報告書］      



  

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年12月10日 

【四半期会計期間】 第12期第１四半期（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

【会社名】 株式会社ビットアイル 

【英訳名】 Bit-isle Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＥＯ  寺田 航平 

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号 

【電話番号】 03-6252-3520（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  深井 英夫 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号 

【電話番号】 03-6252-3520（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  深井 英夫 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含んでおりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第11期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第12期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第11期 

会計期間 
自平成21年８月１日 
至平成21年10月31日 

自平成22年８月１日 
至平成22年10月31日 

自平成21年８月１日 
至平成22年７月31日 

売上高（千円）  2,262,088  2,772,200  9,731,254

経常利益（千円）  200,438  334,330  1,070,975

四半期（当期）純利益（千円）  116,922  189,675  628,373

純資産額（千円）  5,841,907  6,362,230  6,323,929

総資産額（千円）  25,457,583  26,708,374  26,828,004

１株当たり純資産額（円）  34,793.40  38,183.02  38,016.49

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 706.16  1,158.25  3,824.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 699.80  1,140.77  3,778.32

自己資本比率（％）  22.6  23.4  23.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 721,292  644,886  3,988,213

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △219,182  △201,749  △504,843

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △429,844  △454,152  △2,366,533

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 3,320,172  4,353,727  4,364,743

従業員数（人）  153  185  187
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 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）１.従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第１四

半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２.当社及び連結子会社の事業は、総合ＩＴアウトソーシング事業の単一事業であるため、区分表示は行ってお

りません。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で

記載しております。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年10月31日現在

従業員数（人） 185  (19)

  平成22年10月31日現在

従業員数（人） 103  (30)
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(1）生産実績 

 当社グループは、生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。 

(3）販売実績 

 当社グループは、総合ＩＴアウトソーシング事業の単一セグメントでありますが、従来どおり販売サービス別に

示しております。 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を販売サービス別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

（１）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善及び設備投資の持ち直し等緩やかな回復は見ら

れたものの、円高の影響による輸出、生産の弱含み及び雇用情勢など依然として厳しい状況であります。 

 一方、国内ＩＴアウトソーシングサービス市場に関しましては、平成21年に２兆6,399億円であった市場規模がそ

の後４年間年平均成長率4.5％で推移し、平成25年には３兆1,304億円となることが見込まれております（矢野経済研

究所）。ＩＴアウトソーシングサービスは、利用者側にとってはコスト削減に繋がるサービスでもあるため、景気の

先行きに不透明感が増す状況の中でも、ユーザーニーズの多様化に対応したサービスによってコスト削減を実現させ

つつ経営基盤強化に繋がるサービスを提供することができる企業を中心に、当該市場は引き続き堅調な成長を継続す

ることが予想されております。また、当社グループの中核サービスであるｉＤＣサービスと相関性の高いデータセン

ター市場に関しましては、平成21年に8,158億円であった市場が、クラウドコンピューティングやＳａａＳ等新たな

サービス需要の高まりなどにより今後４年間は平均成長率13%で推移し、平成25年には1兆3,213億円となることが見

込まれております（IDC Japan）。 

 このような環境の下、当社グループは当第１四半期連結会計期間も、引き続きｉＤＣサービスの販売を進めること

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

販売サービスの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

金額（千円） 前年同四半期比（％） 

ｉＤＣサービス  2,073,571  111.7

マネージドサービス  458,954  146.2

ソリューションサービス  239,673  259.8

合計  2,772,200  122.6

相手先 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成21年10月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

グリー株式会社  180,558  8.0  325,052  11.7

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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によりデータセンターの稼動率を高めるとともに、レンタルサービスを中心としたマネージドサービスやシステムイ

ンテグレーションサービス等のソリューションサービスの強化に努めました。平成21年２月に開設した文京データセ

ンターが四半期ベースで黒字化を達成するなど、ｉＤＣサービス、マネージドサービス、ソリューションサービスが

いずれも順調に推移した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,772百万円（前年同期比22.6％増加）、営業

利益410百万円（前年同期比43.9%増加）、経常利益334百万円（前年同期比66.8％増加）となり、四半期純利益は189

百万円（前年同期比62.2％増加）となりました。 

 サービス別の状況は次のとおりであります。 

 ｉＤＣサービスにおきましては、堅調な市場環境に応え得る拡張性のあるスペースと十分な受電能力を備えたデー

タセンターを基盤に、引き続き営業体制を整備・強化した結果、当第１四半期連結会計期間末において稼動ラック数

は3,414ラック（前年同期比8.5％増加）となり、売上高、顧客数ともに着実な積み上げを達成することができまし

た。 

 その結果、ｉＤＣサービスの当第１四半期連結会計期間の売上高は2,073百万円（前年同期比11.7％増加）となり

ました。 

 マネージドサービスにおきましては、サービスラインナップの継続的な強化に加え、レンタルサービスの販売が増

加したこと等により、売上面、収益面のいずれも向上いたしました。 

 その結果、マネージドサービスの当第１四半期連結会計期間の売上高は458百万円（前年同期比46.2％増加）とな

りました。 

 ソリューションサービスにおきましては、前連結会計年度に引き続き100％子会社株式会社ビットサーフにおける

人材サービスのグループ外向けのサービス提供の強化に加え、子会社株式会社テラスにおける動画配信プラットフォ

ームやホスティングといったサーバインテグレーションのサービスラインナップ強化を実施した結果、ソリューショ

ンサービスの当第１四半期連結会計期間の売上高は239百万円（前年同期比159.8％増加）となりました。  

（２）財政状態の分析 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は26,708百万円となり、前連結会計年度末に比べ119百万円減少しま

した。これは文京データセンター等の設備投資による有形固定資産の増加335百万円及びデータセンター建物、設備

等の減価償却による減少574百万円が主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ157百万円減少し20,346百万円となりま

した。これは借入金残高の減少122百万円、未払金の増加172百万円及び未払法人税等の減少107百万円等が主な要因

であります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ38百万円増加し6,362百万円となりま

した。これは剰余金の配当163百万円及び四半期純利益189百万円が主な要因であります。この結果、自己資本比率は

23.4％となりました。 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

11百万円減少し、4,353百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、644百万円（前年同期は721百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益332百万円、減価償却費593百万円及び売上債権の増加153百万円等の要因

によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、201百万円（前年同期は219百万円の使用）となりました。 

 これは文京データセンター等に係る有形固定資産の取得に関する支出185百万円及びデータセンター等の設備を一

部リース会社に売却した際の有形固定資産の売却による収入61百万円が主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、454百万円（前年同期は429百万円の使用）となりました。 

 これは主に、借入れによる収入500百万円、借入金の返済による支出622百万円、リース債務の返済201百万円及び

配当金の支払134百万円等の要因によるものであります。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

（５）研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間中において、主要な設備に重要な異動はありません。               

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年12月１日からこの報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

  

第３【設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  545,000

計  545,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年10月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成22年12月10日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式  168,475  168,475

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ  

（スタンダード） 

当社は単元株

制度は採用し

ておりませ

ん。 

計  168,475  168,475 － － 
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 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行うものとします。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払

込金額の調整を行うものとします。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを

要する。 

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

③新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑤その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と当社の取締役、監査役および使用

人ならびに当社子会社（孫会社を含む）の取締役、監査役および使用人との間で締結する「新株予約権割当契

約書」に定めるところによる。 

４．新株予約権の消却事由および条件は次のとおりであります。 

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式

移転の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 

②新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権者が前記、「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなった場

合には、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。 

③新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は

当該新株予約権を無償で消却することができる。 

５．平成18年４月７日付（１：２）及び平成19年４月28日付（１：５）で株式の分割により、各数値の調整を行っ

ております。 
  

（２）【新株予約権等の状況】

株主総会の特別決議日（平成16年５月18日）（第１回新株予約権） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  400（注）１，５ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000（注）２，５ 

新株予約権の行使期間 
平成18年５月19日から 

平成26年５月18日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   20,000（注）５ 

資本組入額 10,000（注）５ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行うものとします。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払

込金額の調整を行うものとします。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを

要する。 

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

③新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑤その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と当社の取締役、監査役および使用

人ならびに当社子会社（孫会社を含む）の取締役、監査役および使用人との間で締結する「新株予約権割当契

約書」に定めるところによる。 

４．新株予約権の消却事由および条件は次のとおりであります。 

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式

移転の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 

②新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権者が前記、「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなった場

合には、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。 

③新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は

当該新株予約権を無償で消却することができる。 

５．平成18年４月７日付（１：２）及び平成19年４月28日付（１：５）で株式の分割により、各数値の調整を行っ

ております。 
  

株主総会の特別決議日（平成17年３月９日）（第３回新株予約権） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  284

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  2,840（注）１，５ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）２，５ 

新株予約権の行使期間 
平成19年３月10日から 

平成27年３月９日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  50,000（注）５ 

資本組入額 25,000（注）５ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

  
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株

式数の調整を行うものとします。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払

込金額の調整を行うものとします。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを

要する。 

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

③新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑤その他の条件については、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と当社の取締役、監査役および使用

人ならびに当社子会社（孫会社を含む）の取締役、監査役および使用人との間で締結する「新株予約権割当契

約書」に定めるところによる。 

４．新株予約権の消却事由および条件は次のとおりであります。 

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式

移転の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 

②新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権者が前記、「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなった場

合には、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。 

③新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は

当該新株予約権を無償で消却することができる。 

５．平成18年４月７日付（１：２）及び平成19年４月28日付（１：５）で株式の分割により、各数値の調整を行っ

ております。 
  

株主総会の特別決議日（平成17年10月25日）（第４回新株予約権） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  30

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   300（注）１，５ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）２，５ 

新株予約権の行使期間 
平成19年10月26日から 

平成27年10月25日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  50,000（注）５ 

資本組入額 25,000（注）５ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

  
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払

込金額の調整を行うものとします。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締

役、監査役または使用人であることを要する。 

②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

（イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

（ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

（ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

（ニ） 本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認

した場合 

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役および使用人ならびに当社子会社（孫会社を含む）の

取締役、監査役および使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

４．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。 

  

株主総会の特別決議日（平成18年10月26日）（第５回新株予約権） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  349

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,745（注）１,６  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 116,963（注）２,６ 

新株予約権の行使期間 
平成20年10月27日から 

平成28年10月26日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  116,963（注）６ 

資本組入額  58,482（注）６ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対

象取締役、監査役及び使用人（顧問及び子会社使用人を含む）との間で締結する「新株予約権割当契約」によ

る新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無

償で取得することができる。  

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して

得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

６．平成19年４月28日付（１：５）で株式の分割により、各数値の調整を行っております。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

  
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払

込金額の調整を行うものとします。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締

役、監査役または使用人であることを要する。 

②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

（イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

（ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

（ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

（ニ） 本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認

した場合 

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役および使用人ならびに当社子会社（孫会社を含む）の

取締役、監査役および使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

４．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

  

株主総会の特別決議日（平成18年10月26日）（第６回新株予約権） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  57

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   285（注）１,６ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,271（注）２,６ 

新株予約権の行使期間 
平成20年10月27日から 

平成28年10月26日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  65,271（注）６ 

資本組入額 32,636（注）６ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対

象取締役、監査役及び使用人（顧問及び子会社使用人を含む）との間で締結する「新株予約権割当契約」によ

る新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無

償で取得することができる。  

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して

得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

６．平成19年４月28日付（１：５）で株式の分割により、各数値の調整を行っております。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締

役、監査役または使用人であることを要する。 

②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

（イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

（ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

（ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

（ニ） 本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認

した場合 

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役および使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役

および使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監

査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」

による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権

を無償で取得することができる。  

取締役会の決議日（平成20年12月９日）（第７回新株予約権 Ａプラン） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  165

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   165（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 

新株予約権の行使期間 
平成22年12月25日から 

平成30年12月24日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  1 

資本組入額 1 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再

編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の

目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役を退任した日

の翌日（以下、「権利行使開始日」）から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。 

②上記①にかかわらず新株予約権者が平成52年11月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年11

月25日から平成52年12月24日までの間に限り新株予約権を行使できる。 

③後記３①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締

役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 

④本新株予約権者は、本新株予約権付与時より新株予約権を行使することができる期間の開始日までの間、継続

して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。 

⑤本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

（イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

（ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

（ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

（ニ） 本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承  

認した場合 

⑥新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

⑦新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑧新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑨その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及

び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

取締役会の決議日（平成20年12月９日）（第７回新株予約権 Ｂプラン） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  235

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   235（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 

新株予約権の行使期間 
平成22年12月25日から 

平成52年12月24日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  1 

資本組入額 1 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監

査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」

による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権

を無償で取得することができる。 

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再

編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の

目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払

込金額の調整を行うものとします。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締

役、監査役または使用人であることを要する。 

②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

 （イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

 （ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

 （ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

 （ニ） 本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承  

認した場合 

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役および使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役

および使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

取締役会の決議日（平成20年12月９日）（第７回新株予約権 Ｃプラン）  

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日） 

新株予約権の数（個）  540

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   540（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 71,016（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成22年12月25日から 

平成30年12月24日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  71,016 

資本組入額 35,508 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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４．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監

査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」

による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権

を無償で取得することができる。 

③平成20年12月25日から平成22年12月24日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引

の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。 

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して

得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締

役、監査役または使用人であることを要する。 

②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

（イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

（ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

（ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

（ニ） 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合 

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役および使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役

および使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監

査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」

による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権

を無償で取得することができる。  

取締役会の決議日（平成22年２月２日）（第８回新株予約権 Ａプラン）  

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日）  

新株予約権の数（個）  118

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   118（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 

新株予約権の行使期間 
平成24年２月18日から 

平成32年２月17日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1 

資本組入額 1 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再

編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の

目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失

した日の翌日（以下、「権利行使開始日」）から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。 

  但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。 

②上記①にかかわらず新株予約権者が平成54年１月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成54年１

月18日から平成54年２月17日までの間に限り新株予約権を行使できる。 

③後記３①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締

役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 

④本新株予約権者が平成25年1月31日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権

の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監

査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めな

い。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役

の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる１個未満の端数は切り捨てるものと

する。 

⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及

び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監

査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」

による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権

を無償で取得することができる。 

取締役会の決議日（平成22年２月２日）（第８回新株予約権 Ｂプラン） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日）  

新株予約権の数（個）  280

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   280（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 

新株予約権の行使期間 
平成22年２月18日から 

平成54年２月17日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1 

資本組入額 1 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再

編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の

目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与

株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当りの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後１株当り払込金額＝調整前１株当り払込金額×（１／分割・併合の比率） 

さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と

認める行使価額の調整を行う。 

３．新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締

役、監査役または使用人であることを要する。 

②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に

基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。 

 （イ） 本新株予約権者である取締役および監査役が任期満了により退任した場合 

 （ロ） 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合 

 （ハ） 本新株予約権者である使用人が定年退職した場合 

 （ニ） 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合 

③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。 

⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役および使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役

および使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

取締役会の決議日（平成22年２月２日）（第８回新株予約権 Ｃプラン） 

区分 
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年10月31日）  

新株予約権の数（個）  692

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   692（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 62,213（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成24年２月18日から 

平成32年２月17日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  62,213 

資本組入額 31,107  

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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４．新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。 

①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる

分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも、株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取

得することができる。  

②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監

査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」

による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権

を無償で取得することができる。 

③平成22年２月18日から平成24年２月17日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引

の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。 

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して

得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の取得の条件 

組織再編行為前の条件に準じて決定する。  
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

 （注）新株予約権の行使による増加であります。 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成22年７月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成22年８月１日～ 

平成22年10月31日 

 （注）  

 15  168,475  590  2,724,536  590  1,659,597

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

  平成22年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
 普通株式 

 4,732
－ － 

完全議決権株式（その他） 
 普通株式 

 163,728
 163,728 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  168,460 － － 

総株主の議決権 －  163,728 － 

  平成22年10月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ビットアイル 
東京都港区東新橋１丁目

９－２  
 4,732  －  4,732  2.80

計 －  4,732  －  4,732  2.80
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
８月 

９月 10月 

最高（円）  84,700  82,200  83,800

最低（円）  73,500  73,300  74,600

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年８月１日から平成21年10月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年８月１日から平成21年10月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年８月１日から平

成22年10月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年８月１日から

平成21年10月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年８月１日から平成21年10月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）及び当第１四半期

連結累計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人

トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】

27



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,353,727 4,364,743

売掛金 508,457 355,858

その他 332,876 364,014

貸倒引当金 △15,377 △13,741

流動資産合計 5,179,684 5,070,874

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 14,431,386 14,701,976

工具、器具及び備品（純額） 1,054,428 1,050,184

リース資産（純額） 3,195,896 3,268,300

建設仮勘定 217,161 165,321

その他（純額） 115,252 98,220

有形固定資産合計 ※  19,014,125 ※  19,284,003

無形固定資産   

のれん 75,862 75,759

その他 290,858 302,270

無形固定資産合計 366,721 378,029

投資その他の資産   

投資有価証券 282,006 215,526

その他 1,954,535 1,970,621

貸倒引当金 △88,698 △91,051

投資その他の資産合計 2,147,843 2,095,096

固定資産合計 21,528,689 21,757,129

資産合計 26,708,374 26,828,004
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 220,000 230,000

1年内返済予定の長期借入金 4,092,840 2,671,840

リース債務 828,064 794,587

未払金 759,922 587,100

未払法人税等 148,837 256,729

賞与引当金 101,516 63,708

前受金 903,339 966,877

その他 129,203 137,649

流動負債合計 7,183,724 5,708,494

固定負債   

長期借入金 10,764,140 12,297,850

リース債務 2,398,279 2,497,730

固定負債合計 13,162,419 14,795,580

負債合計 20,346,144 20,504,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,724,536 2,723,946

資本剰余金 1,659,597 1,659,007

利益剰余金 2,220,052 2,195,595

自己株式 △349,693 △354,184

株主資本合計 6,254,493 6,224,365

新株予約権 106,608 98,533

少数株主持分 1,128 1,030

純資産合計 6,362,230 6,323,929

負債純資産合計 26,708,374 26,828,004
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 2,262,088 2,772,200

売上原価 1,711,718 2,045,364

売上総利益 550,370 726,835

販売費及び一般管理費 ※1  265,328 ※1  316,782

営業利益 285,041 410,052

営業外収益   

受取利息 4,793 4,275

その他 92 1,040

営業外収益合計 4,886 5,315

営業外費用   

支払利息 79,816 81,030

持分法による投資損失 9,672 －

その他 － 8

営業外費用合計 89,489 81,038

経常利益 200,438 334,330

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,087

特別損失合計 － 2,087

税金等調整前四半期純利益 200,438 332,243

法人税等 ※2  83,614 ※2  142,468

少数株主損益調整前四半期純利益 － 189,774

少数株主利益又は少数株主損失（△） △98 98

四半期純利益 116,922 189,675
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 200,438 332,243

減価償却費 450,161 593,421

のれん償却額 1,184 4,650

株式報酬費用 4,496 8,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,139 △718

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,959 37,807

受取利息 △4,793 △4,275

支払利息 79,816 81,030

持分法による投資損益（△は益） 9,672 －

売上債権の増減額（△は増加） △70,122 △153,290

前受金の増減額（△は減少） － △63,537

未払金の増減額（△は減少） 66,196 92,351

その他 78,039 78,146

小計 841,188 1,006,104

利息及び配当金の受取額 835 486

利息の支払額 △104,100 △99,938

法人税等の支払額 △16,631 △261,766

営業活動によるキャッシュ・フロー 721,292 644,886

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,014,416 △185,769

有形固定資産の売却による収入 818,769 61,026

無形固定資産の取得による支出 △30,065 △4,224

投資有価証券の取得による支出 － △36,480

関係会社株式の取得による支出 － △30,000

事業譲受による支出 － △7,400

貸付金の回収による収入 1,400 －

差入保証金の差入による支出 － △500

差入保証金の回収による収入 5,349 1,742

その他 △220 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,182 △201,749

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △2,010,000 △10,000

長期借入れによる収入 2,300,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △562,710 △612,710

株式の発行による収入 － 979

自己株式の処分による収入 － 3,000

配当金の支払額 △75,054 △134,187

リース債務の返済による支出 △82,079 △201,234

財務活動によるキャッシュ・フロー △429,844 △454,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,265 △11,015

現金及び現金同等物の期首残高 3,247,907 4,364,743

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,320,172 ※  4,353,727
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

（四半期連結貸借対照表） 

 前第１四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は、金額的

重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結会計期間の

流動負債の「その他」に含まれる「前受金」は596,797千円であります。 

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお

りました「前受金の増減額（△は減少）」は金額的重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記

しております。なお、前第１四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「前受金の増減額（△は減少）」は24,860千円であります。 

 前第１四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお

りました「差入保証金の差入による支出」は今後、継続的に発生することが見込まれるため、当第１四半期連結累

計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に含まれる「差入保証金の差入による支出」は△220千円であります。  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年10月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年７月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、  千円で

あります。 

5,494,464 ※ 有形固定資産の減価償却累計額は、  千円で

あります。 

4,922,185
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成22年８月１日 至

平成22年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式   168,475株 

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式    4,672株 

３．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社 106,608千円 

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成21年10月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与手当 千円83,878

賞与引当金繰入額 千円9,483

貸倒引当金繰入額 千円3,139

給与手当 千円100,556

賞与引当金繰入額 千円18,791

※２ 税金費用については、四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理により計算しているため、法人税等調

整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

※２         同左 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成21年10月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年10月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  3,320,172

現金及び現金同等物  3,320,172

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年10月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  4,353,727

現金及び現金同等物  4,353,727

（株主資本等関係）

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年10月25日 

定時株主総会 
普通株式 163,728 1,000  平成22年７月31日  平成22年10月26日 利益剰余金 
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、総合ＩＴアウトソーシング事業の単一事業であります。従いまして開示対象と

なるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年８月１日 至平成22年10月31日） 

当社グループは、総合ＩＴアウトソーシング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日） 

著しい変動がないため、記載を省略しております。 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日） 

著しい変動がないため、記載を省略しております。 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

売上原価            1,310千円 

販売費及び一般管理費      6,964千円  

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日） 

 資産除去債務は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 

 なお、以下の通り、データセンター建物及び用地（以下「データセンター」という）に関する資産除去債務

につきましては資産除去債務を計上しておりません。 

 データセンターの賃貸借契約に基づく原状回復義務に係る債務 

 データセンターにおいては、契約期間が終了し返却する際の原状回復に係る債務を有しておりますが、当該

データセンターについては実質的に再契約等により継続使用することが可能であり、履行時期が不明確であり

ます。また、事業戦略上も、事業を継続する状況であり、当該債務の履行を想定しておらず、資産除去債務を

合理的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）
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当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

著しい変動がないため、記載を省略しております。 

  該当事項はありません。  

（賃貸等不動産関係）

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年10月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年７月31日） 

１株当たり純資産額  38,183.02 円 １株当たり純資産額  38,016.49 円

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成21年10月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

１株当たり四半期純利益金額  706.16 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
 699.80 円

１株当たり四半期純利益金額  1,158.25 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
 1,140.77 円

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年８月１日 
至 平成21年10月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  116,922  189,675

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  116,922  189,675

普通株式の期中平均株式数（株）  165,573  163,760

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  1,506  2,510

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

第６回新株予約権 

（新株予約権320株）  

  

－  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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